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モチロン！修理もお任せください！　エンジンからリチウムイオン電池の時代到来

マキタ・ハイコーキ（旧 日立工機）電動工具 常時特価

農機具の購入・修理・改造など、お気軽にご相談下さい。
地域のお店だからこそ、丁寧に・迅速に対応致します。

川 根 本 町 上 長 尾 7 9 5 － 1
Tel・Fax 56-0006　IP 050-3363-2252前 田 機 材

◇お得情報◇

マキタ電動工具 ハイコーキ電動工具
30～32％OFF（本体のみ

を除く） 30％OFF

毎月１回地元に古くから伝わる民話を「語り」紹介します。是非聞きにきてください。

１．開催日時　令和３年２月21日（第三日曜日）　１回目 11：00～／２回目 13：30～
２．開催場所　茶茗舘　　　　　　 
３．語 り 手　西村かつ子・薗田はる・森井勝代
　　　　　　（語り手は都合により変更する場合があります。）
� 中川根語り部の会「話楽座」（事務局／薗田はる ☎（56）0374）

★�確定申告の会場※期間等確定申告会場への入場には、「入場整理券（当日配布分・事
前予約分）」が必要です。
会　　場：島田市地域交流センター歩歩路（ぽぽろ）多目的ホール（島田市本通３丁目６番の１）
開設期間：2月16日（火）から3月15日（月）まで（土・日・祝除く）
開設時間：午前９時から午後５時
★�住宅借入金等特別控除説明※会説明会会場への入場には、「入場整理券（当日配布
分・事前予約分）」が必要です。
会　　場：島田市地域交流センター歩歩路（ぽぽろ）多目的ホール（島田市本通３丁目６番の１）
開 催 日：２月12日（金）・15日（月）（島田市・川根本町にお住まいの方）
開設時間：午前９時から午後５時※「必ず必要書類を持参してください」
★入場時の注意事項
• 入場整理券について：　確定申告（説明会）会場への入場には、『入場整理券』が必要です。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、確定申告（説明会）会場の混雑緩和を図る
観点から、「入場整理券」を活用して会場内へご案内することを予定しております。確定申告（説明
会）会場に入場するためには「入場整理券」が必要となります。
　「入場整理券」は、当日会場で配布しますが、枚数に限りがあるため、配付状況に応じて後日の来
場をお願いすることもありますので、予めご了承ください。また、国税庁のLINE公式アカウントか
ら事前発行も行っています。まずは、ＱＲコードを読み込んで国税庁LINE公式アカウントと友達に
なってください。
　入場時に、当日配付する「入場整理券」若しくはLINEで事前発行した際に表示
される「受付完了」画面を確認しますので、必ずお持ちください。
　「入場整理券」には会場へ入場できる時間帯が記載されていますので、指定され
た時間内に会場へお越しください。指定された時間に遅れた場合は入場できない
場合があります。また、会場の混雑状況に応じ、指定された時間内であっても入
場をお待ちいただく場合があります。

• 新型コロナ対策について：　 入場の際に、検温を実施しています。37.5℃以上の発熱
が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。

　発熱等の症状のある方や体調の優れない方は、来場を控えていただくようお願
いします。
　ご来場の際は、マスクを着用していただき、入口等で手指アルコール消毒液をご利用いただくよう
お願いします。ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
★申告書の作成・送信は「国税庁ホームページ」から

　国税庁ホームページをご利用いただければ、確定申告書が作成
できます。また、スマホやご自宅のパソコンからe-Tax（電子申
告）により提出もできます。e-Taxは、①マイナンバーカード（市
区町村で事前に申請し発行）か、②ＩＤ・パスワード（最寄りの
税務署で当日に発行）があれば、ご利用できます。

【問】島田税務署　☎（37）3121

確定申告・住民税申告のお知らせ
確定申告・住民税申告が必要か確認してみましょう
　この申告は、令和３年度の町・県民税（個人住民税）を算定するための基礎資料となります。
　また、町・県民税の申告は、所得証明書を発行する場合や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算
定資料、国民年金保険料の免除申請等の各種手続きに必要となりますので、下記のフローチャートを参考
に必要な手続きをしてください。
　※納め過ぎた所得税の還付を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
　※確定申告が不要な場合もあります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人はご注意ください!
　確定申告書や市県民税申告書の提出をする場合は、ワンストップ特例制度は適用されません。
改めて寄附金控除を受けるための申告をする必要がありますので、ご注意ください。
　※申告には寄附金の受領書等が必要になります。
　※詳細は町ホームページで確認、又は税務住民課税務室へお問い合わせください。

▲国税庁 LINE
公式アカウント
を『友だち追加』
してください。

 

「国税庁ホームページ」へアクセス

スマートフォンはこちらから→

確定申告

■島田税務署からのお知らせ� 申告と納税は正しくお早めに！

所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告と納税は３月15日（月）まで
消費税及び地方消費税の申告と納税は３月31日（水）まで

ここにも、一つの物語。
広報かわねほんちょう 1213


